
第８章 避難行動要支援者等の避難対策

１．避難行動要支援者の避難対策

(1) 施設利用者

要配慮者利用施設については、各施設の管理者が施設利用者を誘導するとともに、避難

誘導の方法等を定めた避難計画の策定に努める。

避難対象地域内の要配慮者利用施設を巻末資料に示す。

(2) 在宅者

在宅の避難行動要支援者の支援は、別に定める「秋田市災害時要援護者の避難支援プラ

ン」等に基づき、自主防災組織、町内会、民生委員等が支援を行う。

２．観光客、海水浴客、釣り人等の避難対策

(1) 施設管理者がいる施設

施設管理者がいる観光施設等については、施設管理者が津波警報等の情報や避難情報を

入手するための手段を確保するとともに、避難誘導の方法等を検討し、利用者の安全確保

に努める。

避難対象地域に位置する主な観光施設等は、次のとおりである。

施設・海岸 利用者数（年間） 津波避難場所等

下浜旧ゲートボール場

下浜小・中学校グラウンド

下浜海水浴場 約24,600人
下浜工業団地緑地

コスモ工機株式会社 秋田工場敷地

長浜地区運動公園

下浜長浜公民館敷地

桂浜海水浴場 約18,000人
医療法人緑陽会笠松病院敷地

もしもしピット秋田市はまなす広場

飯島老人いこいの家敷地

秋田マリーナ 入港状況により異なる 医療法人久盛会秋田緑ヶ丘病院第二、第

三駐車場

秋田港 入港状況により異なる
ホテルルートイン秋田土崎（4～8階）

道の駅あきた港 約1,420,000人
ビレッジハウス土崎（3～5階）

CNAアリーナ★あきた
約249,900人 秋田市立体育館（2階）

（市立体育館）

八橋陸上競技場 約112,300人

八橋運動公園
さきがけ八橋球場

約85,200人
（八橋運動公園硬式野球場）

秋田県立野球場
約89,600人

秋田カントリークラブコース内、クラブ

こまちスタジアム 前駐車場

秋田県立スケート場 約59,200人 向浜運動広場内旧運転練習場

利用者数は、平成29年1月から平成29年12月までの合計人数を掲載。
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(2) 施設管理者がいない屋外にいる者への対策

釣り人等、屋外にいる者に対しては、津波警報サイレン、電光掲示板等により伝達する

とともに、避難の目印となる避難標識等の整備により安全な避難経路の確保に努める。

なお、利用者自身も情報収集に努め、安全の確保を図る。
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